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長野県告示第588号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和４年11月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　伊那市富県9000の125、9000の173

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第589号

　令和元年10月12日に発生した令和元年台風第19号による災害に係る災害復興住宅建設事業補助金交付要綱の特例に関する

要綱（令和元年長野県告示第368号）の一部を次のように改正します。

　　令和４年11月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一
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公告

　次のとおり随意契約の相手方を決定しました。

　　令和４年11月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　長野県予算編成システム第三仮想化統合基盤移行等改修業務　一式

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県総務部財政課

　(2)	所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和４年11月１日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　(1)	名　称　日本電気株式会社長野支店

　(2)	所在地　長野市七瀬３番地２

５　随意契約に係る契約金額

　　87,954,900円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約の理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１項第２号

財　政　課

建築住宅課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和４年11月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　カインズホーム飯田店

　　　飯田市上殿岡561番１　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　株式会社カインズ

　　　埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社カインズ 土屋　裕雅 埼玉県本庄市東富田88番地２

　本文中「の貸付け」を「（令和４年11月30日以前に独立行政法人住宅金融支援機構に対し申込みを行った又は金融機関から貸付けを

受けた災害復興住宅資金に限る。）の貸付け」に改める。


